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指
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損
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産
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振
興
課
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五

〇
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改
良
区
役
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就
任
の
届
出 

（
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
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〇
開
発
行
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に
関
す
る
工
事
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了
（
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件
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（
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課
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会

〇
教
育
委
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定
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会
の
開
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六

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
四
六
一
号
別
冊
（
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号
関
係
）
中 

　
　

六

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
及
び

維
持
管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
（
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
。
以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。）
第
三
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
要
綱
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

１　

名
称　

株
式
会
社
ジ
ェ
ー
・
エ
ー
・
シ
ー

　

２　

所
在
地　

宮
城
県
石
巻
市
蛇
田
字
新
埣
寺
八
十
一
番
地
三

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

代
表
取
締
役　

真
野　

孝
仁

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　

宮
城
県
刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
小
村
崎
字
山
崎
十
四
番
地
の
一　

他

三　

新
設
又
は
変
更
の
別

　
　

変
更

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類　

　
　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
破
砕
施
設

　
　

木
く
ず
の
破
砕
施
設

五　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　
　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
金
属
く
ず

六　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

七　

縦
覧
場
所
等

　

１　

縦
覧
場
所　

仙
南
保
健
福
祉
事
務
所
（
仙
南
保
健
所
）

　

２ 　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
二
月
十
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五

時
十
五
分
ま
で
）

八　

意
見
書
の
提
出
期
限
等

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
五
日

　

２　

提
出
場
所　

仙
南
保
健
福
祉
事
務
所
（
仙
南
保
健
所
）

　

３ 　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。）
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〇
宮
城
県
告
示
第
五
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）

第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
者
と
し
て

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏
名
（
施
術
所
の
名
称
）

施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

多
田　

周
平

（
イ
ー
グ
ル
整
骨
院
東
船
岡

店
）

柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
新
栄
四－

六－

五

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十

八
日

尾
形　

潤

（
オ
レ
ン
ジ
接
骨
院
多
賀
城

店
）

多
賀
城
市
高
橋
二－
十
四－

十
五

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
（
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
施
術

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏
名
（
施
術
所
の
名
称
）

施
術
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

長
谷
川
昌
平

（
し
あ
わ
せ
整
骨
院
）

仙
台
市
若
林
区
大
和
町
四－

二
十
二－

十
五

平
成
二
十
五
年
十
月
三
十
一

日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

認
証

番
号

品　

目

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

製
造
所
等
の
所
在
地

百
十
二

あ
ら
れ
類

み
や
ぎ
の
あ
ら
れ
株
式

会
社

代
表
取
締
役　

石
田
定

克

み
や
ぎ
の
あ
ら
れ
株
式

会
社

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
鹿
島
字
吹
田

五
十
一
番
地

百
八
十

八

あ
ら
れ
類

み
や
ぎ
の
あ
ら
れ
株
式

会
社
代
表
取
締
役　

石
田
定

克

み
や
ぎ
の
あ
ら
れ
株
式

会
社

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
鹿
島
字
吹
田

五
十
一
番
地

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

認
証

番
号

品　

目

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

製
造
所
等
の
所
在
地

百
八
十

五

農
産
物
漬

物

豊
屋
食
品
工
業
株
式
会

社代
表
取
締
役　

奥
津
弘

豊
屋
食
品
工
業
株
式
会

社

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
下
名
生
字
八

剣
二
十
番
地

二
百
九

農
産
物
漬

物

豊
屋
食
品
工
業
株
式
会

社代
表
取
締
役　

奥
津
弘

豊
屋
食
品
工
業
株
式
会

社

柴
田
郡
柴
田
町
大
字
下
名
生
字
八

剣
二
十
番
地

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
九
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品
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認
証

番
号

品　

目

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

製
造
所
等
の
所
在
地

百
四
十

四

ジ
ャ
ム
類

鎌
戸
啓
子

夏
そ
ら
工
房

亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字
作
田
七
十

八
番
地
一

二
百
十

ジ
ャ
ム
類

鎌
戸
啓
子

夏
そ
ら
工
房

亘
理
郡
亘
理
町
吉
田
字
作
田
七
十

八
番
地
一

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
十
号

　

昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
五
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

宮
城
県
三
陸
南
沿
岸
志
津
川
海
岸
寺
浜
地
区
海
岸
寺
浜
地
区
海
岸
に
係
る
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

宮
城
県

三
陸
南

沿
岸

志
津
川

海
岸

寺
浜
地

区
海
岸

小
細
谷
地

先
海
岸

基
点
Ａ
点

　

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
小
細
谷
四
三
番
一
の
北
緯
三
八
度
三
八
分

一
六
秒
七
六
一
〇
東
経
一
四
一
度
三
〇
分
五
五
秒
三
四
八
六
の
地
点

補
助
点

　

⑴
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
六
秒
八
七
一
〇
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
五
秒
七
三
三
六
の
地
点

　

⑵
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
七
秒
一
一
三
六
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
六
秒
〇
五
四
八
の
地
点

　

⑶
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
六
秒
六
五
九
五
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
六
秒
七
九
八
九
の
地
点

　

⑷
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
六
秒
三
七
七
〇
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
八
秒
〇
一
二
五
の
地
点

　

⑸
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
六
秒
四
五
六
九
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
九
秒
二
五
三
四
の
地
点

　

⑹
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
六
秒
九
六
三
七
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
〇
秒
五
九
八
九
の
地
点

　

⑺
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
七
秒
八
五
〇
三
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
一
秒
一
八
〇
七
の
地
点

　

⑻
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
九
秒
〇
三
七
四
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
一
秒
五
四
九
一
の
地
点

　

⑼
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
八
秒
八
六
六
四
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
二
秒
三
九
八
〇
の
地
点

　

⑽
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
八
秒
三
七
九
三
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
二
秒
一
九
〇
五
の
地
点

　

⑾
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
八
秒
二
七
二
五
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
二
秒
七
六
二
八
の
地
点

　

⑿
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
八
秒
一
〇
四
六
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
二
秒
六
九
四
四
の
地
点

　

⒀
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
八
秒
一
一
八
九
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
二
秒
五
四
〇
八
の
地
点

　

⒁
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
七
秒
三
〇
三
七
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
二
秒
二
八
七
八
の
地
点

　

⒂
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
七
秒
三
五
五
四
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
二
秒
〇
七
五
六
の
地
点

　

⒃
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
六
秒
九
一
四
二
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
一
秒
八
三
二
九
の
地
点

　

⒄
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
六
秒
五
〇
一
三
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
一
秒
五
二
四
三
の
地
点

　

⒅
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
六
秒
五
〇
二
八
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
一
秒
七
三
八
二
の
地
点

　

⒆
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
六
秒
三
二
六
七
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
一
秒
九
八
八
四
の
地
点

　

⒇
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
六
秒
二
二
七
四
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
一
秒
九
八
九
六
の
地
点

　

21
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
六
秒
二
二
六
九
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
一
秒
九
二
七
六
の
地
点

　

22
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
六
秒
一
一
三
四
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
一
秒
九
二
八
九
の
地
点

　

23
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
五
秒
八
八
七
六
東
経
一
四
一
度
三
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一
分
〇
一
秒
八
二
四
七
の
地
点

　

24
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
五
秒
七
五
三
七
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
一
秒
七
五
三
七
の
地
点

　

25
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
五
秒
七
二
三
五
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
一
秒
七
七
七
八
の
地
点

　

26
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
五
秒
四
四
七
三
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
一
秒
九
九
八
七
の
地
点

　

27
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
五
秒
三
九
六
九
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
二
秒
〇
一
七
五
の
地
点

　

28
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
五
秒
三
五
八
六
東
経
一
四
一
度
三

一
分
〇
二
秒
〇
六
三
八
の
地
点

　

29
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
四
秒
二
九
六
〇
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
九
秒
〇
九
一
四
の
地
点

　

30
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
四
秒
九
二
〇
二
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
八
秒
四
一
九
〇
の
地
点

　

31
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
五
秒
四
〇
二
五
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
八
秒
四
〇
八
一
の
地
点

　

32
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
五
秒
四
一
四
〇
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
六
秒
九
三
五
七
の
地
点

　

33
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
五
秒
四
四
八
三
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
六
秒
四
三
八
七
の
地
点

　

34
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
五
秒
五
三
七
五
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
六
秒
四
二
一
五
の
地
点

　

35
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
五
秒
六
四
一
四
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
六
秒
四
二
四
〇
の
地
点

　

36
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
五
秒
七
四
三
五
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
六
秒
四
四
八
六
の
地
点

　

37
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
五
秒
八
四
二
六
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
六
秒
四
九
五
九
の
地
点

　

38
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
五
秒
八
九
四
四
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
六
秒
四
九
五
六
の
地
点

　

39
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
五
秒
九
五
八
六
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
六
秒
三
三
七
〇
の
地
点

　

40
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
六
秒
一
三
五
六
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
五
秒
九
六
五
三
の
地
点

　

41
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
六
秒
三
三
六
二
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
五
秒
六
四
二
九
の
地
点

　

42
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
六
秒
四
五
〇
〇
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
五
秒
四
八
一
一
の
地
点

　

43
点
は
、
北
緯
三
八
度
三
八
分
一
六
秒
六
四
八
六
東
経
一
四
一
度
三

〇
分
五
五
秒
二
三
六
七
の
地
点

区
域

　

Ａ
、
⑴
、
⑵
、
⑶
、
⑷
、
⑸
、
⑹
、
⑺
、
⑻
、
⑼
、
⑽
、
⑾
、
⑿
、

⒀
、
⒁
、
⒂
、
⒃
、
⒄
、
⒅
、
⒆
、
⒇
、
21
、
22
、
23
、
24
、
25
、
26
、

27
、
28
、
29
、
30
、
31
、
32
、
33
、
34
、
35
、
36
、
37
、
38
、
39
、
40
、

41
、
42
、
43
及
び
Ａ
の
各
点
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
区
域
（
座
標
は
世
界
測
地
系
に
よ
る
）

〇
宮
城
県
告
示
第
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　

 　

東
松
島
市
野
蒜
字
下
沼
五
の
三
、
二
二
二
の
二
九
、
二
二
二
の
六
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
二
二
二

の
六
五
、
二
二
二
の
八
三
、
二
二
三
の
四

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

河
川
管
理
施
設
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
東
松
島
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
十
二
号
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森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

栗
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

水
源
の
涵か

ん

養

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　
　

⑵ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

栗
原
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
栗
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

栗
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　
　

⑵ 　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
　

⑶ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
十
三
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査

し
た
結
果
、
松
島
町
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
名
取
土
地
改
良
区
役

員
の
就
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

薩　
　

川　
　

昌　
　

則　
　
　

　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
一

日

菊

地

芳

夫

名
取
市
杉
ヶ
袋
字
新
田
北
裏
三
十
四
番
地

理

事

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

岩
沼
市
下
野
郷
字
出
雲
屋
敷
三
十
三
番
二
並
び
に
三
十

四
番
一
、
三
十
四
番
二
及
び
三
十
五
番
二
の
各
一
部

　

岩
沼
市
下
野
郷
字
出
雲
屋
敷
三
十
三
番
地
一

株
式
会
社
青
葉
機
械
工
事　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

宮　　城　　県　　公　　報



第2522号　平成26年１月10日　金曜日 （6）
　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
宮
戸
字
横
山
九
番
五
、
十
一
番
一
及
び
十
六

番
五
並
び
に
十
番
、
十
一
番
二
及
び
十
三
番
の
各
一
部

　

東
松
島
市
宮
戸
字
松
原
一
番
地
一
号
月
浜
地
区
応
急
仮

設
住
宅
三－

一
号
室

鈴
木　

一
男　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字
荒
立
七
十
三
番
一

　

仙
台
市
青
葉
区
大
町
二
丁
目
十
五
番
二
十
九
号

東
北
発
電
工
業
株
式
会
社　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

登
米
市
中
田
町
石
森
字
加
賀
野
田
中
七
十
一
番
一
、
七

十
六
番
、
七
十
六
番
一
及
び
七
十
九
番
一

　

仙
台
市
青
葉
区
片
平
一
丁
目
二
番
三
十
八
号
チ
サ
ン
マ

ン
シ
ョ
ン
青
葉
通
り
四
〇
六
号

Ｍ
Ｒ
Ｓ
・
ア
セ
ッ
ト
株
式
会
社　

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
九
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

庄　
　

子　
　

晃　
　

子　
　
　

一　

日　

時　

平
成
二
十
六
年
一
月
十
五
日　

午
後
一
時
三
十
分

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　

１　

宮
城
県
美
術
館
協
議
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

　

１ 　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
十
五
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望
者
に
対
し
て

行
い
ま
す
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
合
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
○
二
二－

二
一
一－

三
六
一
一
）

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
四
六
一
号
別
冊
（
宮
城
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号
関
係
）
中

ペ
ー
ジ

行

正

誤

宮　　城　　県　　公　　報

唐
桑
地
先

（
削
除
）

漁
場
ア
，
エ
の
位
置
に
夜
間
識
別

ば
な
ら
な
い
。（
ウ
の
み
光

（
削
除
）

漁
場
シ
，
ス
の
位
置
に
夜
間
識
別

漁
場
エ
，
オ
，
カ
の
位
置
に
夜
間

唐
桑
堀
先

漁
場
カ
の
位
置
に
夜
間
識
別
可
能
な
標
識
を

設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
光
達
距
離

３
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
）

漁
場
ア
，
オ
の
位
置
に
夜
間
識
別

ば
な
ら
な
い
。（
ア
，
ウ
の
み
光

漁
場
ウ
，
エ
の
位
置
に
夜
間
識
別
可
能
な
標

識
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

漁
場
エ
，
オ
の
位
置
に
夜
間
識
別

漁
場
ア
，
イ
，
ウ
の
位
置
に
夜
間

五
〇

一
一
六

一
一
七

一
二
一

一
二
三

一
五
〇

一
五
四

七一
四九五

二一一三
一



（7）　平成26年１月10日　金曜日 第2522号宮　　城　　県　　公　　報
漁
場
エ
，
オ
，
カ
の
位
置
に
夜
間

漁
場
ウ
，
エ
の
位
置
に
夜
間
識
別
可
能
な
標

識
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。（
光
達

ば
な
ら
な
い
。（
光
達

漁
場
イ
，
ウ
の
位
置
に
夜
間
識
別

漁
場
イ
，
ウ
，
エ
の
位
置
に
夜
間

漁
場
エ
，
オ
，
カ
の
位
置
に
夜
間
識
別
可
能

な
標
識
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。　

（
オ
の
み
光
達
距
離
３
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
）

ば
な
ら
な
い
。（
ア
，
ウ
，
エ
の
み
光
達

ば
な
ら
な
い
。（
イ
，
ウ
，
エ
の
み
光
達

漁
場
ア
，
エ
の
位
置
に
夜
間
識
別

一
五
四

一
五
四

一
五
五

一
五
五

一
八
六

四
一

五
〇三一

一
二
五
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